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保険料 

18.9% 

府支出金 

72.2% 

他会計繰入金 

8.5% 

国庫支出金 

0.1% その他 

0.3% 

歳入 

決算書掲載頁 283 
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全ての国民が何らかの医療保険制度の対象となる国民皆保険体制が昭和３６年４月に確立され

て以来、国民健康保険は地域医療の確保と住民の健康増進に大きく貢献し、極めて重要な役割を果

たしている。 

しかしながら、国民健康保険を取り巻く状況は、加入構造上、高齢者や低所得者の占める割合が

高く、他の医療保険制度に比べ財政基盤が極めて脆弱な状態にある。このような状況の中、国にお

いて国民皆保険を将来的に持続させるために必要となる国民健康保険制度の改革が議論され、国・

都道府県・市町村の適切な役割分担について検討が行われた結果、国民健康保険の運営を都道府県

及び市町村が共同で行うことを基本とし、医療保険制度における財政基盤の安定化、保険者負担の

公平化を目的として、平成２７年５月「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法

等の一部を改正する法律」が成立、平成３０年４月から実施された。 

新たな制度では、都道府県が国民健康保険の財政運営に係る責任主体を担うこととなった。市町

村は資格管理、保険給付、賦課・徴収、保健事業等地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこ

ととなり、制度の抜本的改革にあわせて各種事業の整理・検討を進めつつ、保険者として効率的か

つ安定的な制度運営を求められている。 

そのため、保険料の適正な賦課を行うとともに、保険料の収納率向上対策、医療給付の適正化、

特定健康診査等の保健事業の充実、府支出金の確保等により、安定的な財政運営を図り、より一層

の健全財政を維持していくため次の施策を講じた。 

 

＜財 政 状 況＞ 

総務費 

1.5% 

保険給付費 

70.4% 

国民健康保険事業

費納付金 

26.8% 

保健事業費 

1.2% 

その他 

0.1% 

歳出 
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１．資格給付管理業務                        

河内長野市国民健康保険に新規加入した場合や保険証の再発行等の届出があった場合、有効期限

が終了した被保険者証の更新等に際して、被保険者証を２９，４９８件発行した。また、７０歳以

上の被保険者に対して、高齢受給者証を９，８１０件発行した。さらに、被保険者からの申請によ

り、限度額適用認定証等を、６９歳以下の被保険者に対して、１，７９８件、７０歳以上の被保険

者に対して、１，１２８件発行した。 

 

（１）国民健康保険被保険者数及び世帯数（令和４年３月末） 

① 被保険者数                             

総計 
（再掲） 

未就学児 

（再掲） 

介護保険第２号被保険者 

（再掲） 

前期高齢者 

２２，８８２人 

（前年度末比  

▲８２５人  

▲３.５％） 

４７６人 ６，３８５人 １２，０７６人 

② 世帯数 １４，９４０世帯（前年度末比 ▲３６９世帯 ▲２.４％） 

 

（２）国民健康保険証・高齢受給者証・限度額認定証等発行数 

 

被保険者証 高齢受給者証 

２９，４９８件 

３割負担 ６０５件 

２割負担 ９，２０５件 

合計 ９，８１０件 

  

 

 

 

また、委託事業として、令和３年３月から窓口等アウトソーシング業務を開始した。 

委託先：パーソルテンプスタッフ（株）西日本ＯＳ事業本部 委託料 34,364,880円 

 

２．賦課徴収事業                          

平成３０年度から府が財政運営の責任主体となり、大阪府国民健康保険運営方針に基づき、府内

の保険料率が統一された。ただし、令和５年度までの６年間、市独自の保険料率を設定できる激変

緩和期間が設けられた。令和３年度においては、保険料の急激な増加を抑えるため、市独自の１億

円規模の保険料引き下げを実施したうえで保険料の適正な賦課を行うとともに、保険料の収納率向

上対策を実施した。 

 限度額適用認定証等（６９歳以下） 限度額適用認定証等（７０歳以上） 

区分 

ア １６件 現役並みⅡ ９件 

イ ２２件 現役並みⅠ ６１件 

ウ １８２件 低所得者Ⅱ ７８１件 

エ ７１２件 低所得者Ⅰ ２７７件 

オ ８６６件  

合計 
 

１，７９８件 １，１２８件 
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（１）保険料の適正賦課及び徴収 

保険料は、国民健康保険事業において財源の根幹を成す重要な財源であり、加入者の公平負担に

努めるとともに、適正な算定及び賦課、徴収を行った。 

 

 ＜現年度分＞  

区   分 調定額 収納額（還付未済額除く） 収納率 

一般被保険者分 2,401,554,650円 2,330,003,781円  97.02％ 

  

＜過年度分＞ 

区   分 調定額 収納額（還付未済額除く） 収納率 

一般被保険者分 216,761,406円 74,925,139円  34.57％ 

退職被保険者等分  2,252,828円   541,489円 24.04％ 

計 219,014,234円  75,466,628円 34.46％ 

 

（２）保険料の軽減・減免 

政令に基づく保険料の軽減と非自発的失業者に対する軽減及び所得が減少した世帯等に対して

減免を行った。 

 政 令 軽 減 非自発的失業軽減 条 例 減 免 

世帯数 １０，１８６世帯 ２９７世帯 ９０６世帯 

金 額 ５４９，４４４，３８６円  ２８，８２６，８２０円  ７０，４０２，４５０円  

 ※ 条例減免には災害・旧被扶養者減免を含む。 

 

 令和２年度に引き続き、令和３年度においても、従来の条例減免に加え厚生労働省からの通知に

基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対して減免を行った。

（条例減免の内数） 

 令和３年度分 

世帯数 １４６世帯 

金 額 ２９，９４５，３９０円  

 

 

（３）収納率の向上対策 

年間事業計画等に基づき日常的な電話催告や戸別訪問等を実施するほか、特別収納対策として、

平日夜間の電話催告・戸別訪問及び休日における臨時窓口開設等を実施し、保険料滞納者に対する

納付相談等を行うことにより滞納保険料の早期確保に努めた。 

また、加入世帯に対し市広報紙等により保険料の納期限内納付の徹底を周知するとともに、ペイ

ジー口座振替受付サービスを活用し、窓口での納付相談及び文書送付時に口座振替による納付の勧

奨を行った。並行して、スマートフォン決済アプリの順次拡大を行い、市民サービスの向上と納付

機会の拡充を図り、効率的な収納管理に努めた。さらに、被保険者証の更新時には滞納者との定期

的な接触の機会を確保するため、６ヶ月を期限とする短期被保険者証を交付することにより納付相

談等を繰り返し行った。また、滞納者の財産調査を行った上で納付資力の有無を判断し、納付資力

を有する場合には財産差押等の滞納処分を行った。 
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＜口座振替の状況＞            ＜コンビニエンスストアでの収納状況＞ 

区   分 件数及び金額 

 

区   分 件数及び金額 

振替依頼件数 ３９，６０６件 取扱件数 ３４，５６０件 

振 替 件 数      ３８，８２６件 取扱金額 ６３６，９５２，６６７円      

振 替 金 額  ８３５，５７２，５１０円    

                      ※コンビニエンスストア収納の内 

                      ＜スマートフォン決済アプリでの収納状況＞ 

区   分 件数及び金額 

取扱件数 ２，９５１件 

取扱金額 ６７，５４９，５９０円      

  

３．保険給付費                            

被保険者が保険医療機関で受診などした場合に、法律及び条例に基づく医療費の給付を行った。

また、被保険者が出産した場合や亡くなった場合に、条例に基づき出産育児一時金や葬祭費の支給

を行い、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いで療養のために労務に服することがで

きない被保険者に、条例に基づき傷病手当金の支給を行った。 

区    分 件 数（件） 費 用 額（円） 給付額（円） 

一般被保険者療養給付費 424,197 10,319,642,677 7,672,377,616 

一般被保険者療養費 13,755 122,235,505 89,787,614 

一般被保険者高額療養費 20,862 
 

1,122,934,806 

審査支払手数料 439,166   20,945,485 

出産育児一時金（※） 56   22,644,045 

葬祭費（１件：５万円） 155 
 

7,750,000 

精神・結核医療給付金 15,200 
 

17,680,944 

傷病手当金 12  390,605 

 ※１件：４０万４千円（令和４年１月１日からは４０万８千円）。ただし産科医療補償制度加入者には４２万円 

 

４．国民健康保険事業費納付金                        

平成３０年度より府が財政運営の責任主体となり、府は保険給付に必要な費用を全額、市町村に

対して支払い（保険給付費等交付金の交付）、市は市町村ごとに決定された国民健康保険事業費納

付金を府に納付することで、制度を安定化させることとなった。令和３年度の納付金の額は以下の

とおりであった。 

区  分 納付金額 

一般被保険者医療給付費分 ２，４５４，９７４，２８４円 

退職被保険者等医療給付費分 ９６４，７３４円 

一般被保険者後期高齢者支援金等分 ７２７，９１３，７８７円 

退職被保険者等後期高齢者支援金等分 ３８７，７２４円 

介護納付金分 ２２２，１１４，２８２円 

合  計 ３，４０６，３５４，８１１円 
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５．疾病予防事業                               

（１）特定健康診査・特定保健指導の実施 

生活習慣病予防のため、特定健康診査を実施し、特定健康診査の結果から、生活習慣の改善の必

要性に応じて階層化（選別）を行い、積極的支援・動機付け支援が必要な対象者に対して利用案内

を送付し特定保健指導を実施した。 

① 特定健康診査    

特定健康診査受診対象者２０，４２２人に受診券を送付し、７，０５５人が受診した。 

② 特定保健指導 

対象者に対して、保健師・管理栄養士による特定健康診査の結果説明や、生活習慣改善のた

めの栄養指導・運動指導を行った。 

 積極的支援 動機付け支援 計 

対象者数（人） １２１ ４６４ ５８５ 

初回面接実施者数（人） ４ ２８ ３２ 

保健指導実施者数（人） １７ ６６ ８３ 

  ＊特定健康診査等追加検査結果及び特定保健指導実施結果等のデータ化及び提出等並びに特

定健康診査受診券作成及びデータ管理等の業務を委託 

   委託金額 3,571,480円  契約相手方 株式会社メディテクノサービス 

＊集団健診での健診結果の階層化及び特定保健指導の利用勧奨の業務を委託 

   → 令和 3年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため未実施 

    

（２）特定健康診査・特定保健指導未受診者等対策及び早期介入事業の実施 

特定健康診査の未受診者に対して、受診率向上を図るため１３，８６６人に健診案内を送付し、

受診を促した。また、電話による受診勧奨と未受診理由等の聞き取りを行い、個々の未受診理由に

応じたアプローチを行った(架電件数４，０５１件)。これらの事業を年２回実施し、未受診者が受

診の機会を損なうことの無いように対策を行った。 

特定保健指導未利用者には電話勧奨を行った(架電件数４２１件)。また、早期介入事業として、

特定健診受診者で、動機づけ支援、積極的支援レベルにならなかった人のうち希望者５５人（オン

ライン参加者４人を含む）に高血圧・糖尿病予防教室、ステップアップ教室（過去に参加したこと

がある人を対象）を実施した。 

委託金額 10,560,000円  契約相手方 ジェイエムシー株式会社大阪支店 

 

（３）重複多剤服薬者への保健指導事業 

 対象期間内のレセプトデータを基に、同一月に複数の医療機関から同じ薬効の薬剤の処方を受け

ている重複服薬者や同一月に１０種類以上の薬剤の処方を受けている多剤服薬者を抽出・分析した

上で、対象者に薬剤名を含む通知を送付後、電話による保健指導を行い、適正な医療の受診を促し、

健康管理について啓発した。文書による通知を対象者 33人に送付し、電話による保健指導を 18人

に実施した。 

  委託金額 2,053,040円  契約相手方 株式会社メディブレーン 

 

（４）糖尿病性腎症重症化予防事業 

 糖尿病性腎症などの患者 15 人に、かかりつけ医師と連携しながら、面談や電話により生活習慣

の改善を促し、重症化を遅らせ人工透析などの高額な医療費を抑える目的で実施した。また、糖尿
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病治療中断者及び未治療者 49名に受診勧奨通知を行い、30名に電話による受診勧奨を実施した。 

 委託金額 4,155,470円  契約相手方 ジェイエムシー株式会社大阪支店 

 

（５）人間ドック給付事業 

疾病の重症化及び長期化予防対策として、早期発見・早期治療を目的とした総合健康診断（人間

ドック）の受診啓発を行い、健康管理への関心を高め被保険者の健康の保持増進を図った。 

総合健康診断（人間ドック）給付費合計 ２６，１８７，５６９円 

受診機関名 

青
山
第
二
病
院 

寺
元
記
念
病
院 

富
田
林
病
院 

Ｐ
Ｌ
病
院 

ベ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク 

み
ど
り
健
康 

管
理
セ
ン
タ
ー 

府
中
ク
リ
ニ
ッ
ク 

大
阪
警
察
病
院
付
属
人
間

ド
ッ
ク
ク
リ
ニ
ッ
ク 

大
野
ク
リ
ニ
ッ
ク 

コ
ー
ナ
ン
メ
デ
ィ
カ
ル
鳳

総
合
健
診
セ
ン
タ
ー 

関
西
労
働
保
健
協
会 

計 

受診者数 

（再掲・頭部 

検査受診者数） 

男 
12人 
（9) 

95人
(45) 

29人
(13) 

107人
(40) 

36人
(11) 

5人
(0) 

2人
(1) 

10人
(4) 

22人
(4) 

10人
(5) 

 
1人
(0) 

 

329人 
（132） 

女 
 7人
(5) 

65人
(26) 

38人
(15) 

115人
(41) 

52人
(12) 

3人
(0) 

3人
(2) 

10人
(5) 

19人
(5) 

10人
(3) 

 
2人
(0) 

 

324人 
（114） 

 

 

６．保健事業                                

（１）健康管理対策 

被保険者に対し、国民健康保険制度の趣旨・内容をはじめ国民健康保険事業全般にわたっての知

識の啓発と健康管理対策として、加入全世帯を対象に年６回の医療費通知及び国民健康保険制度パ

ンフレット等の配付を実施した。 

①  医療費通知  総通知件数  76,298件 

② パンフレットの作成及び配付 

 題       目 作 成 部 数 

国保で元気 20,000部 

   

（２）ジェネリック医薬品変更差額通知事業の実施 

生活習慣病などの疾病により定期的に服薬している被保険者のうち、ジェネリック医薬品に変更

することで自己負担額（月額）を２５０円以上削減できる者に対し、変更による差額通知書を年３

回送付し、ジェネリック医薬品の啓発と給付費の削減に努めた。 

送付延べ件数 7,307件 

委託金額 1,768,800円  契約相手方 株式会社メディブレーン 

 

（３）アスマイル推進事業 

 大阪府が実施する健康サポートアプリ「おおさか健活マイレージアスマイル」を活用し、特定健

康診査を受診した国民健康保険被保険者に電子マネー等と交換できるポイントを付与することで、

特定健康診査の受診率向上を図った。 
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また、被保険者に本事業への参加を促すため、健康推進課と連携して、市民サロン等において健

康サポートアプリの使い方や活用方法についての個別相談会を実施する等、アスマイル事業の普及

啓発に取り組んだ。 

 特典付与件数 1,133件  付与金額 3,386,280円 

 

 

７．財政調整基金積立金                           

前年度からの繰越金及び基金運用収入を国民健康保険事業運営に必要な財源に充てるため、国民

健康保険事業財政調整基金に積み立てた。 

 令和２年度末 基金現在高 ①      ： ９７６，６８２，７４７円 

 令和３年度  基金積立金 ②    ：   ６，２４７，３４７円 

 令和３年度末 基金現在高（①＋②） ： ９８２，９３０，０９４円 
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決算書掲載頁 325 

 

土地取得特別会計 
 

公用もしくは公共用に供する土地または、公共の利益のために取得する必要のある土地をあらか

じめ取得するために、市債及び土地開発基金から貸付けを受け、事業の円滑な執行を図ってきた。 

現在保有している土地は、市債及び土地開発基金からの借入金と利子等によって取得した土地で、

保有状況は次のとおりである。 

 

＜令和３年度末土地保有状況＞ 

内    容 面  積（㎡） 金  額（円） 

公共用地（松ケ丘中町） ２，３８３．３７  ３０６，０１３，６８０  

調整池進入路用地（大師町） ８６．５９  ７，０７４，４０３  

公共施設用地（長野町） ５，２７９．０７  ２，５４２，２３５，１６０  

合    計 ７，７４９．０３  ２，８５５，３２３，２４３  

 

＜土地開発基金の状況＞ 

基金の残高は、令和３年度末現在は１，０７４，５０９，１６０円である。 
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決算書掲載頁 339 

 

部落有財産特別会計 
 

１．部落有財産管理事業管財事業                 

部落有財産管理事業 

部落有財産基金を適正に管理し、公共性を確保した。 

 

① 公共施設維持管理交付金の交付 

各地区の水利の維持管理及び地区内の公共事業に要する経費に充てるため、基金から生じた利子

を各地区に交付した。 

（単位：円） 

基 金 名 交付対象地区名 交付金額 
基金残高 

（年度末時点） 

市地区部落有財産基金  市地区 9,643 96,438,000 

原地区部落有財産基金  原地区 320 16,000,000 

合      計 9,963 112,438,000 
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決算書掲載頁 369 

介護保険特別会計 
 

１．介護保険制度 

介護保険制度は、高齢者の暮らしを社会全体で支え合う仕組みであり、介護が必要になっても地

域で安心して暮らしていけることを目指すとともに、いつまでも自立した生活を送れるよう支援す

るために、平成１２年度に創設され、その後、幾度かの制度改正を重ねつつ、今日に至っている。 

令和３年度においては、令和２年度に引き続き、団塊の世代が７５歳以上となる令和７年度を目

途に、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするための「地域包括ケアシステムの構

築」に向け、「在宅医療・介護連携の推進」、「認知症施策の推進」、「生活支援体制整備の推進」な

ど地域支援事業の充実が行われるとともに、介護保険制度の持続可能性を高めるため、低所得者の

保険料軽減、施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」などを継続して実施した。 

 

２．介護保険事業計画 

介護保険事業計画は、介護保険の保険給付を円滑に実施するため各自治体が策定する計画であり、

３年毎に見直し、サービス供給量・給付費と介護保険料を設定する。本市では、高齢者保健福祉計

画と併せて策定することにより、高齢者施策の全体像を示す計画としている。 

「第８期河内長野市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画」（令和３年度～令和５年度）で

は、「長寿社会を支える仕組みをつくる」、「健やかで安心できる暮らしを支援する」、「生きがいと

ふれあいに満ちた暮らしづくりを支援する」の３つを基本理念とし、その実現に向け施策の推進に

努めることとしている。 

 

３．財源構成（第８期事業計画期間） 

内訳 

介護給付費 地域支援事業費 

居宅給付 施設給付 
介護予防事業・ 

総合事業 
包括・任意事業 

第１号被保険者 23.0％ 23.0％ 23.0％ 

第２号被保険者 27.0％ 27.0％ ― 

国 
調整交付金 5.0％     5.0% ― 

負担金・交付金 20.0％ 15.0％ 20.0％ 38.5％ 

府 負担金・交付金 12.5％ 17.5％ 12.5％ 19.25％ 

市 負担金・交付金 12.5％ 12.5％ 19.25％ 

  

 

１．介護一般管理事業・地域支援一般管理事業                           

介護保険事業の適正運営 

持続可能な介護保険制度の構築は、介護保険制度の信頼感を高める上で不可欠である。 

そのため将来にわたって介護が必要な人が安心して適切なサービスを受けられるよう、介護保険

制度の適切な運営に努めた。 

主な支出項目 

・介護保険システム機器賃借料              10,912,299円 

                 （うち地域支援事業分  2,579,379円） 
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・介護保険電算処理業務委託料              20,575,830円 

（うち介護報酬改定等に伴うシステム改修分     14,124,000円を含む）  

   受託者：㈱日立システムズ関西支社 

 介護保険にかかる電算処理業務を委託 

・通信運搬費（各種郵送料など）               1,840,833円 

   ・窓口等アウトソーシング業務委託料             36,024,120円 

      受託者：パーソルテンプスタッフ（株）西日本ＯＳ事業本部 

      窓口業務については、令和２年４月からアウトソーシングを開始した。 

 

 

２．介護福祉事業                             

社会福祉法人による利用者負担軽減助成事業 

低所得で生計が困難である者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その

社会的な役割に鑑み、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図った。 

① 軽減の割合 

介護サービス利用料自己負担額、食費、居住費等の原則４分の１（老齢福祉年金受給者は２

分の１） 

② 対象事業 

介護福祉施設サービス、訪問介護、通所介護など 

 助成対象 

事業実施法人  ３法人（うち、助成対象１法人） 

助成金   115,000円 

 

 

３．賦課徴収事業                               

（１）第１号被保険者の保険料の賦課・徴収  

介護保険事業に要する費用に充てるため、第１号被保険者（65 歳以上）に対し、介護保険料を

賦課し徴収した。 

 

 ＜所得段階別保険料額＞ 

所得
段階  

対象者 
基準額に
対する 
割合 

保険料年額 
（円） 

被保険者 
（人） 

第１ 
段階 

生活保護受給者 
市民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者 基準額 

×0.30 
21,024 5,821 

世帯全員市民税非課税
で、課税年金収入額とそ
の他の合計所得金額の
合計額が 

80万円以下の人 

第２ 
段階 

80万円を超え 
120万円以下の人 

基準額 
×0.45 

31,536 2,440 

第３ 
段階 

120万円を超える人 
基準額 
×0.70 

49,056 2,273 

第４ 
段階 

市民税課税世帯に属す
る本人市民税非課税で、 
課税年金収入額とその
他の合計所得金額の合
計額が 

80万円以下の人 
基準額 
×0.85 

59,568 5,546 

第５ 
段階 

80万円を超える人 基準額 70,080 4,266 
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第６ 
段階 

本人が市民税課税で、 
合計所得金額が 

125万円未満の人 
基準額 
×1.10 

77,088 4,841 

第７ 
段階 

125万円以上 
210万円未満の人 

基準額 
×1.25 

87,600 6,164 

第８ 
段階 

210万円以上 
320万円未満の人 

基準額 
×1.50 

105,120 2,632 

第９ 
段階 

320万円以上 
400万円未満の人 

基準額 
×1.60 

112,128 906 

第 10 
段階 

400万円以上 
600万円未満の人 

基準額 
×1.70 

119,136 776 

第 11 
段階 

600万円以上 
800万円未満の人 

基準額 
×1.80 

126,144 236 

第 12 
段階 

800万円以上 
1,000万円未満の人 

基準額 
×1.90 

133,152 110 

第 13 
段階 

1,000万円以上の人 
基準額 
×2.00 

140,160 346 

 
被保険者数合計 

（令和 4年 3月 31日現在） 
36,357 

 

（２）保険料の収納対策  

保険料徴収は介護保険制度の根幹であることから、制度や保険料の意義についてお知らせすると

ともに、滞納者に対し、文書催告のほか、電話催告や戸別訪問を実施し、保険料の収納に努めた。 

 ＜収納状況＞  

区 分 調定額 収納額 収納率 

現 年 度 分 2,398,089,684円 2,390,480,924円 99.68％ 

 

特別徴収※ 2,218,207,047円 2,218,207,047円 100.00％ 

普通徴収※ 179,882,637円 172,273,877円 95.77％ 

滞納繰越分 16,105,025円 4,505,073円 27.97％ 

 

      ※ 特別徴収･･･年金保険者に保険料を徴収させ、市に納入させる方法。 

※ 普通徴収･･･納付義務者から直接徴収する方法。  

 

（３）保険料の還付・充当  

過年度分の過誤納金を対象者に還付もしくは未納金に充当した。 

９９件  1,244,560円 

 

（４）保険料の減免  

令和３年度においては、厚生労働省からの通知の基づき、第１号被保険者の属する世帯の主たる

生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少が見込まれる等、一定の基準を満た

す場合に、第１号被保険者に対して保険料の減免を行った。 

 ＜減免状況＞  

 
令和３年度分 

対象者数 38人 

金  額 2,058,986円 
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４．介護認定審査会事業                             

介護認定審査会事業 

被保険者が、介護保険給付の対象となる要介護・要支援状態にあるかどうか、あるとすればどの

程度であるかといった判定を行うことが要介護認定であり、被保険者からの要介護・要支援認定申

請に基づく認定調査の一次判定結果及び特記事項、主治医意見書により、対象者が適切なサービス

受けられるよう要介護・要支援の審査及び判定を公平・公正に行った。 

① 介護認定審査会の設置 

介護保険事業の円滑な実施を図ることを目的として、審査・判定の実務を行う合議体を１０

合議体設置し、保健・医療・福祉の学識経験者計４０名を委員として任期を２年と定め任命し

ている。 

② 介護認定審査会の開催 

介護認定調査員が、訪問・面接して認定調査を行うとともに、主治医の意見を求め、要介護

状態区分等に関する審査・判定を実施した。 

ア．介護認定審査会開催数及び審査件数    １６８回  ３，３４０件 

イ．主な支出項目 

・介護認定審査会委員報酬          14,904,000円 

・介護認定審査会支援システム賃貸借      2,574,000円 

  

 

５．認定調査等事業                             

（１）認定調査事業 

要介護・要支援認定申請者に対し、日常生活動作や問題行動の状況などの認定に必要な調査を実

施し、要介護・要支援認定の公平性を確保した。また、認定調査の公平・公正の観点から、更新申

請などの従来の委託調査に加え、新規申請は市が調査を行った。 

①  認定調査件数 

・市認定調査員による調査          ２，５１８件  

・他市に依頼した調査               ５５件 

・委託先調査員による調査            ５８８件  

②  主な支出項目 

・主治医意見書作成料       15,039,200円 

・介護認定調査等業務委託料     2,363,380円 

受託者：市内 ２０事業所  市外 ３２事業所   計 ５２事業所 

 介護保険認定に必要な認定調査業務について一部を委託 

 

（２）要介護（要支援）認定者数 

 
要支援

１ 

要支援

２ 
計 

要介護

１ 

要介護

２ 

要介護

３ 

要介護

４ 

要介護

５ 
計 合計 

男 407 298 705 523 422 281 253 131 1,610 2,315 

女 849 712 1,561 973 715 688 600 397 3,373 4,934 

計 1,256 1,010 2,266 1,496 1,137 969 853 528 4,983 7,249 

※令和４年３月３１日現在、第 2号被保険者含む 
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６．介護施設等整備事業                              

（１）介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、下記対象事業を実施した介護施設等に対して、介

護施設等整備事業補助金を交付した。 

 

① 簡易陰圧装置設置事業 

 感染が疑われる者が発生した場合に、感染拡大のリスクを低減するためには、ウイルスが外に

漏れないよう、気圧を低くした居室である陰圧室の設置が有効であることから、居室に陰圧装置

を設置するために必要な経費を補助した。 

 

 対象法人 対象施設 補助金額（円） 

1 医療法人 生登会 
てらもとショートステイセンター 

 
3,492,000 

2 社会福祉法人 生登福祉会 
生登福祉ショートステイセンター 

 
4,083,000 

3 社会福祉法人 生登福祉会 
地域密着型介護老人福祉施設 

美加の台生登福祉ケアセンター 
4,059,000 

4 社会福祉法人 博光福祉会 
地域密着型介護老人福祉施設 

寿里苑フルール 
1,837,000 

合計 13,471,000 

 

② 多床室の個室化に要する改修費支援事業 

  多床室である介護施設等について、新型コロナウイルス感染症が発生した際に感染者と非感染

者の動線を分離することを目的として行う多床室の個室化に要する経費を補助した。 

 

 
対象法人 対象施設 補助金額（円） 

1 医療法人 生登会 てらもとショートステイセンター 82,152,000 

合計 82,152,000 

 

 

７．居宅介護サービス給付                             

（１）居宅介護サービス費の支給 

要介護被保険者の在宅での生活を支援するため、ケアプラン作成や訪問介護・通所介護などの在

宅サービス、住宅改修などの費用について保険給付を行った。 

 

①  居宅介護サービス受給者数                 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

第１号被保険者 1,099 901 666 459 253 3,378 

第２号被保険者 27 14 17 7 11 76 

総     数 1,126 915 683 466 264 3,454 

※令和４年３月３１日現在 
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② 給付費区分別支給件数及び給付額 

給付費区分 支給件数 給付額（円） 

居宅介護サービス給付費 94,258 4,606,410,707 

居宅介護サービス計画給付費 38,528 618,860,287 

居宅介護住宅改修費 300 28,186,379 

居宅介護福祉用具購入費 390 13,515,575 

合  計 － 5,266,972,948 

（２）サービス種類別居宅介護サービス費 

要介護被保険者が受けた居宅介護サービスに要した費用について、審査を行ったうえで、居宅介

護サービス給付費を支給した。 

① 支給件数及び給付額 

サービス種別 支給件数 給付額（円） 

訪問介護 17,485 1,295,837,871 

訪問入浴介護 623 36,101,508 

訪問看護 9,078 367,003,205 

訪問リハビリテーション 1,038 39,728,609 

通所介護 12,969 807,988,501 

通所リハビリテーション 4,969 386,245,262 

福祉用具貸与 24,375 305,332,017 

短期入所生活介護 5,799 857,145,012 

短期入所療養介護 443 37,921,567 

居宅療養管理指導 15,815 122,281,057 

特定施設入居者生活介護 1,828 350,826,098 

合  計 ― 4,606,410,707 

 

 

８．施設介護サービス給付                             

（１）施設介護サービス給付費の支給 

要介護被保険者のうち、在宅での生活が困難となり、介護保険施設に入所した者に対して、施設

介護サービス費を支給した。 

①  施設介護サービス受給者数                 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

介護老人福祉施設 0 1 95 168 129 393 

介護老人保健施設 22 52 53 65 24 216 

介護医療院 0 0 0 1 3 4 

総     数 22 53 148 234 156 613 

※令和４年３月３１日現在 
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② 給付費区分別支給件数及び給付額 

給付費区分 支給件数 給付額（円） 

施設介護サービス給付費 7,476 2,085,637,079 

（２）サービス種類別施設介護サービス給付費 

要介護被保険者が受けた施設サービスに要した費用について、審査を行ったうえで、施設介護サ

ービス費を支給した。 

① 支給件数及び給付額 

サービス種別 支給件数 給付額（円） 

介護老人福祉施設 4,764 1,270,362,520 

介護老人保健施設 2,655 792,951,920 

介護療養型医療施設 0 0 

介護医療院 57 22,322,639 

合  計 - 2,085,637,079 

 

 

９．高額介護サービス費給付                             

高額介護サービス費給付 

要介護被保険者が日常生活を営むことができるよう、必要な居宅サービス又は施設サービスに要

した介護保険サービス利用者負担額の合計額が、上限額を超えて高額になったときに費用負担の軽

減を行った。 

① 利用者負担上限額（月額） 

要件 上限額（円） 

課税所得 690万円(年収約 1,160万円)以上の方 140,100(世帯) 

課税所得 380万円以上 690万円未満(年収約 770万円以上約 1,160万円

未満)の方 
  93,000(世帯) 

市民税課税世帯で課税所得 380万円(年収約 770万円)未満の方   44,400(世帯) 

世帯全員が市民税非課税   24,600(世帯) 

  

老齢福祉年金受給者の方 
  24,600(世帯) 

  15,000(個人) 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80 万円以下の

方等 

生活保護受給者の方等  15,000(個人) 

 

② 支給件数及び給付額 

サービス種別 支給件数 給付額（円） 

高額介護サービス費 19,347 252,001,490 
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10．地域密着型介護サービス給付                             

（１）地域密着型介護サービス費の支給 

要介護被保険者が、その居住する地域において、自身の有する能力に応じ、自立した日常生活を

営むことができるよう地域密着型介護サービス費を支給した。 

 

① 地域密着型サービス受給者数               

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

第１号被保険者 172 154 158 131 49 664 

第２号被保険者 2 3 2 1 1 9 

総     数 174 157 160 132 50 673 

※令和４年３月３１日現在 

② 給付費区分別支給件数及び給付額 

給付費区分 支給件数 給付額（円） 

地域密着型介護サービス給付費 8,487 1,246,899,742 

 

（２）サービス種類別地域密着型介護サービス費 

要介護被保険者が受けた地域密着型介護サービスに要した費用について、審査を行ったうえで、

地域密着型介護サービス費を支給した。 

① 支給件数及び給付額 

サービス種別 支給件数 給付額（円） 

認知症対応型共同生活介護※ 1,447 375,815,526 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 969 295,285,651 

認知症対応型通所介護 1,462 157,313,884 

小規模多機能型居宅介護 294 61,375,639 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 65 11,795,774 

看護小規模多機能居宅介護※ 440 113,952,980 

地域密着型通所介護 3,810 231,360,288 

合  計 ― 1,246,899,742 

※短期利用を含む 

 

11．介護予防サービス給付                             

（１）介護予防サービス費の支給 

要支援被保険者の在宅での生活を支援するため、ケアプラン作成や訪問介護・通所介護などの在

宅サービス、住宅改修などの費用について保険給付を行った。 

① 介護予防サービス受給者数     

 要支援１ 要支援２ 計 

第１号被保険者 364 502 866 

第２号被保険者 1 7 8 

総     数 365 509 874 

※令和４年３月３１日現在 
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② 給付費区分別支給件数及び給付額 

給付費区分 支給件数 給付額（円） 

介護予防サービス給付費 12,500 204,669,319 

介護予防サービス計画給付費 9,725 45,217,328 

介護予防住宅改修費 263 25,868,858 

介護予防福祉用具購入費 141 4,349,049 

合  計 ― 280,104,554 

（２）サービス種類別介護予防サービス費 

要支援被保険者が受けた介護予防サービスに要した費用について、審査を行ったうえで、介護予

防サービス給付費を支給した。 

① 支給件数及び給付額 

サービス種別 支給件数 給付額（円） 

介護予防訪問入浴介護 0 0 

介護予防訪問看護 1,339 37,890,287 

介護予防訪問リハビリテーション 263 8,468,207 

介護予防通所リハビリテーション 2,111 72,578,463 

介護予防福祉用具貸与 7,339 49,802,235 

介護予防短期入所生活介護 98 3,531,558 

介護予防短期入所療養介護 8 143,231 

介護予防居宅療養管理指導 1,001 6,393,172 

介護予防特定施設入居者生活介護 342 25,862,166 

合  計 ― 204,669,319 

  

 

12．地域密着型介護予防サービス給付                             

（１）地域密着型介護予防サービス費の支給 

要支援被保険者が、その居住する地域において、自身の有する能力に応じ、自立した日常生活を

営むことができるよう地域密着型介護予防サービス費を支給した。 

① 地域密着型介護予防サービス受給者数  

 要支援１ 要支援２ 計 

第１号被保険者 0 1 1 

第２号被保険者 0 0 0 

総     数 0 1 1 

※令和４年３月３１日現在 

② 給付費区分別支給件数及び給付額 

給付費区分 支給件数 給付額（円） 

地域密着型介護予防サービス給付費 27 4,434,293 

 

（２）サービス種類別地域密着型介護予防サービス費 

要支援被保険者が受けた地域密着型介護予防サービスに要した費用について、審査を行ったうえ

で、地域密着型介護予防サービス費を支給した。 
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 支給件数及び給付額 

サービス種別 支給件数 給付額（円） 

介護予防認知症対応型共同生活介護 17 3,892,704 

介護予防認知症対応型通所介護 0 0 

介護予防小規模多機能型居宅介護 10 541,589 

合  計 ―    4,434,293 

 

 

13．高額介護予防サービス費給付                             

高額介護予防サービス費給付 

要支援被保険者が日常生活を営むことができるよう、必要な介護予防サービスに要した介護保険

サービス利用者負担額の合計額が、上限額を超えて高額になったときに費用負担の軽減を行った。 

① 利用者負担上限額（月額）   

※高額介護サービス費給付参照 

② 支給件数及び給付額 

サービス種別 支給件数 給付額（円） 

高額介護予防サービス費 227 424,528 

 

 

14．特定入所者介護予防サービス費給付                             

特定入所者介護予防サービス費給付 

介護保険施設等で介護予防短期入所生活介護等を利用した場合、介護費用だけでなく、食費や光

熱水費などの滞在費がかかる。 

低所得者について、負担増により介護予防短期入所生活介護等のサービスが利用できなくなる  

ことを避けるため、世帯全員が市町村民税非課税等の要件を満たす場合、食費と滞在費の一部につ

いて、下表の区分に応じた「負担限度額」を段階ごとに設定し、この「負担限度額」と実際にかか

る食費（基準費用額）及び滞在費との差額を「特定入所者介護予防サービス費」として支給した。 

 

① 負担限度認定者数  

※特定入所者介護サービス費給付参照 

 

② 給付実績 

サービス種別 支給件数 給付額(円) 

特定入所者介護予防サービス費 37 220,761 

 

 

15．特定入所者介護サービス費給付                             

特定入所者介護サービス給付費 

介護保険施設（短期利用含む）に入所した場合は、介護費用だけでなく、食費や光熱水費などの

居住費がかかる。 

低所得者について、負担増により施設に入所できなくなることを避けるため、世帯全員が市町村
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民税非課税であり、預貯金等が一定額以下である等の要件を満たす場合、食費と居住費の一部につ

いて、下表の区分に応じた「負担限度額」を段階ごとに設定し、この「負担限度額」と実際にかか

る食費（基準費用額）及び居住費との差額を「特定入所者介護サービス費」として支給した。 

① 負担限度額認定者数  

区分 
介護老人 

福祉施設 

介護老人 

保健施設 

介護療養型 

医療施設 
介護医療院 

地域密着型介護 

老人福祉施設 

入居者生活介護 

その他 

(短期利用) 
計 

第１段階 10 7 0 0 0 35 52 

第２段階 42 30 2 0 3 107 184 

第３段階① 44 20 0 0 0 75 139 

第３段階② 135 61 1 0 7 265 469 

計 231 118 3 0 10 482 844 

※介護予防（要支援）含む 

※令和４年３月３１日現在 

 

② 給付実績 

サービス種別 支給件数 給付額(円) 

特定入所者介護サービス費  8,064 220,110,106 

 

16．高額医療介護合算給付                             

高額医療合算介護（予防）サービス費給付 

要介護（支援）被保険者が受けた介護保険サービス及び医療に要した費用の合計額が著しく高額

であるときは、請求により審査を行ったうえで、高額医療合算介護（予防）サービス費を支給した。 

 支給件数及び給付額 

サービス種別 支給件数 給付額（円） 

高額医療合算介護予防サービス費 27 426,604 

高額医療合算介護サービス費 1,283 41,293,130 

 

 

17．審査支払手数料                             

（１）審査支払手数料 

介護保険給付において、保険者事務を軽減し介護保険事業を円滑かつ効率的に行うため、介護保

険サービスにかかる費用の請求に対する審査・支払いについては、法令に基づき国民健康保険団体

連合会へ委託している。 

 

（２）審査支払手数料の支払い 

令和３年度においては、下記のとおり介護保険サービスにかかる費用の請求に対する審査・支払

いを国民健康保険団体連合会へ委託し、審査・支払いに要する手数料を支払った。 

件数及び金額 

  審査支払件数    １６９，７６６件 

  審査支払手数料      7,953,629 円 
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18．介護予防・生活支援サービス事業                        

（１）介護予防相当サービス事業費・基準緩和型サービス事業（サービスＡ事業）費の支給 

 事業対象者※及び要支援認定者の、在宅での生活を支援するため、従来の介護予防給付サービス

として行われてきた訪問介護・通所介護サービスとともに、従事者等の資格基準を緩和したサービ

スの実施にかかる費用を支給した。 

① サービス受給者数 ※令和４年３月３１日現在 

 ・事業対象者  １７１人 

 ・要支援１    ４４６人 

 ・要支援２   ４８８人 

② サービス種類別支給件数及び給付額  

サービス種別 支給件数 給付額（円） 

介 護 予 防 訪 問 介 護 相 当 サ ー ビ ス 事 業 6,584 100,764,461 

介 護 予 防 通 所 介 護 相 当 サ ー ビ ス 事 業 7,442 161,147,137 

通 所 型 サ ー ビ ス Ａ 事 業 370 4,162,301 

合  計 － 266,073,899 

※令和４年３月３１日現在 

  ※ 事業対象者 

   ･･･要介護・要支援認定を受けていない高齢者に、生活機能を評価する「基本チェックリスト」

を実施し、地域包括支援センター職員の面談によって、介護予防・生活支援サービス事業の

利用が必要と判定された対象者 

  

（２）高額総合事業サービス費給付等 

総合事業サービスに要した利用者負担額の合計額が、上限額を超えて高額になった対象者に費用

負担の軽減を行った。（利用者負担上限額（月額）については、高額介護サービス費給付参照） 

 ＜支給件数及び給付額＞ 

サービス種別 支給件数 給付額（円） 

高 額 総 合 事 業 サ ー ビ ス 費 204 470,204 

 また、総合事業サービス、介護保険サービス及び医療に要した費用の合計額が、上限額を超えて

高額になった対象者に費用負担の軽減を行った。 

 ＜支給件数及び給付額＞ 

サービス種別 支給件数 給付額（円） 

高額医療合算総合事業サービス費 39 752,569 

※令和４年３月３１日現在 

 

（３）訪問型サービスＢ事業 

 住民主体の担い手による家事援助サービスを行う団体に対して、運営経費の一部として補助金を

交付した。 

  負担金、補助及び交付金 25,500円 

  【補助対象団体】  公益社団法人 河内長野市シルバー人材センター 

  【補助金額】    サービス１回あたり 500円  

  【利用人数】４人  【延利用回数】５１回 
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（４）訪問型サービスＣ事業 

 事業対象者及び要支援認定者を対象に、保健師やリハビリテーション専門職（理学療法士・作業

療法士・管理栄養士・歯科衛生士）が自宅を訪問し、生活機能改善に向けた指導・助言などの支援

を行った。 

  報償費 2,796,000円 

   【訪問対象者数】 ３９人  

   【訪問延回数】 理学療法士訪問延回数：７５回 作業療法士訪問延回数：２６回 

           保健師・看護師訪問延回数：３３３回 歯科衛生士訪問延回数：３３回 

 管理栄養士訪問延回数：７３回 

 

（５）通所型サービスＣ事業 

 事業対象者及び要支援認定者を対象に、通所介護施設等においてトレーニング機器を使った短期

集中型（３ヶ月間）の介護予防事業を実施した。 

  委託料 7,255,146円 

  受託者 （医）ラポール会、（株）せいき 

（医）生登会かわちながの介護老人保健施設てらもと総合福祉センター 

   【利用人数】１１１人 【利用延人数】１，５４０人（事前・事後訪問含む） 

 

 

19．介護予防ケアマネジメント事業                  

介護予防ケアマネジメント事業費の支給 

 事業対象者及び要支援認定者が受けた介護予防ケアマネジメント（ケアプラン作成）に要した費

用について、審査を行った上で、介護予防ケアマネジメント費を支給した。 

 ＜支給件数及び給付額＞ 

 サービス種別 支給件数 給付額（円） 

介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 9,363 43,926,187 

 

 

20．一般介護予防事業                        

（１）地域リハビリテーション活動支援事業 

 介護予防の取り組みの機能強化を図るために、通所・訪問・自立支援会議・住民主体の通い

の場等にリハビリテーション専門職を派遣し、自立支援のための助言等を実施した。 

  報償費 1,985,500円 

【自立支援会議】 年間１２回実施 検討ケース数２７件 

【訪問指導】リハビリテーション専門職（理学療法士・作業療法士・管理栄養士・歯科衛生士） 

年間８６回実施 訪問件数１２３件 

【研修】 ６回 

【健康教育・個別相談】２８回 

 

（２）地域介護予防活動支援事業 

① 地域介護予防教室開催事業 

介護予防活動を普及啓発するため、地域の集いの場に健康運動指導士・保健師等の専門員を

派遣し、介護予防教室「元気アップ教室」を実施した。また、地域における介護予防活動の継
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続を支援するためのフォロー教室「元気アッププラスフォロー教室」を実施した。 

委託料 5,561,600円 

受託者（株)ルネサンス 

 種 類 回 数 参加実人数 参加延人数 

元 気 ア ッ プ 教 室 31か所 54回 441 655 

元 気 ア ッ プ プ ラ ス フ ォ ロ ー 教 室 21か所 58回 277 636 

 

② 地域リーダー養成事業 

地域での自主的な介護予防体操の集いを支援するボランティアを養成する講座や連絡会兼

ステップアップ講座を開催した。 

委託料 361,900円 

受託者 （株)ルネサンス 

種 類 回 数 参加実人数 参加延人数 

介 護 予 防 ボ ラ ン テ ィ ア 養 成 講 座 

（ 元 気 ア ッ プ フ レ ン ズ 養 成 講 座 ） 
5回ｺｰｽを 1教室 10 38 

元 気 ア ッ プ フ レ ン ズ 連 絡 会 

（ 兼 ス テ ッ プ ア ッ プ 講 座 ） 
2回 26 26 

 

（３）介護予防普及啓発事業 

① 介護予防教室 

６５歳以上のすべての市民を対象に介護予防教室を市立市民交流センター・三日市市民ホー

ル・ウェルネスフォレスト三日市で開催した。 

委託料 729,300円 

受託者 (株)ルネサンス 

種 類 回 数 参加実人数 参加延人数 

あ た ま と か ら だ の 元 気 教 室 

～レッツコグニサイズ～ 
2教室(※) 41 301 

※１クール目：５回（緊急事態宣言により縮小）、２クール目：１２回 

 

 

（４）地域介護予防活動支援事業補助金 

① 通いの場活動 

週１回以上、介護予防体操や創作的活動、レクリエーション等を行う地域の通いの場の活動

を支援するために、主催団体に対し運営費の補助を行った。 

負担金、補助及び交付金 672,752円 

【開催箇所数】６か所  【年間延利用人数】１，８２３人 

 ② 街かどデイハウス支援事業 

   家庭に閉じこもりがちな高齢者に、民家等の施設で住民参加による柔軟できめ細やかな 

日帰りデイサービスを提供する団体に対し、補助金を交付した。 
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   負担金、補助及び交付金 5,478,099円 

 ＜利用者数及び補助金額＞  

名  称 所 在 地 年間延利用者数 補 助 金 額 

ス タ ジ オ 休 加 賀 田 1,148人 2,487,681円 

ア ー ト グ ル メ 錦 生 会 錦 町 622人 1,347,855円 

みんなのいえふぁんふぁ～れ 上 田 町 758人 1,642,563円 

 

 ③ 住民主体による複合型生活支援サービス事業 

   ６５歳以上の高齢者に訪問による生活支援サービスを提供する団体に対し、運営経費等の補

助金を交付した。 

    負担金、補助及び交付金 1,575,958円 

  ＜団体及び補助金額＞ 

名  称 所  在  地 補 助 金 額 

生活困りごとサポートこ・こ・わ美加の台 美 加 の 台 602,000円 

生 活 困 り ご と サ ポ ー ト こ ・ こ ・ わ 楠 ケ 丘 楠 ケ 丘 372,645円 

咲っく南花台生活応援プロジェクト「お互いさん」 南 花 台 291,313円 

清見台高齢者等日常生活支援グループ「きよまる」 清 見 台 310,000円 

 

 

21．在宅医療・介護連携推進事業                             

在宅医療・介護連携推進事業 

地域包括ケアシステム構築に向けて、医療と介護・福祉に係る支援関係機関等の連携体制の強化

を図るため、次の事業を実施した。 

① 在宅医療・介護連携支援センター事業    

在宅医療・介護連携に関する相談支援、多職種連携推進ツールの作成や多職種専門職への情

報提供等を実施した。 

委託料 12,521,000円 

受託者 一般社団法人 河内長野市医師会 

【研修会】 

・医療・介護連携研修会  開催回数 １回  参加事業所数 ５５事業所 

【ブルーカードシステム（病状急変時対応システム）】 

・連携病院  ６病院 

・協力病院  １１病院 

・登録医数  ４４人 

・ブルーカード発行件数（新規） ３４件 

② 地域ケア推進事業    

  医療・介護・福祉関係機関の連携推進による地域のネットワークづくりと市民への啓発を

行う河内長野市地域ケア推進事業実行委員会に対し、補助金を交付した。 

  主な事業：いきいきフェスタ 

  補助金額：300,000円 
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22．生活支援体制整備事業                             

（１）高齢者生活支援体制整備事業 

誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域包括ケアシステム構

築に向けた高齢者の生活支援体制の整備を進めるため、生活支援コーディネーターの配置や協議体

の開催・運営を実施した。 

委託料 24,355,072円  受託者 社会福祉法人 河内長野市社会福祉協議会 

【生活支援コーディネーターの配置】 

第１層（全市域）に１人、第２層（小学校区）に１３人の生活支援コーディネーターを配置し、

地域資源の情報収集やマッチング、支え合い活動の支援などを行った。また、地域包括支援セ

ンターなど関係機関との連携強化を図った。 

【協議体活動】 

「生活支援の仕組みづくり」「居場所づくり」などのテーマごとに協議体活動を展開した。 

 

① 生活支援の仕組みづくり  

各地域での活動報告、課題検討、情報共有などを行った。 

ささえあいの集い ３回開催 

② 居場所づくり 

  食を通じた居場所づくり支援者交流会 １回開催 

③ その他活動 

 第２層生活支援コーディネーターを中心に、各地域の話し合いの場などで地域課題について

検討した。 

 

（２）訪問型サービスＡ事業従事者研修事業 

 事業対象者や要支援認定者の自宅を訪問して家事援助を行うサービス（訪問型サービスＡ事業）

に従事する者の養成研修を行った。 

   従者研修 １回（３日間）  参加人数 ５名 

委託料 150,000円  受託者 社会福祉法人 河内長野市社会福祉協議会 

    

  

23．認知症施策推進事業                             

（１）認知症初期集中支援事業 

適切な医療や介護の支援を受けていない認知症の人、またはその疑いのある人やその家族を対象

に、複数の専門職により構成した「認知症初期集中支援チーム（おれんじチーム）」が支援方法を

検討し、自立生活に向けて短期集中的にサポートする事業を実施した。 

  報償費 735,000円 

・チーム数 ３チーム（各地域包括支援センターに設置） 

・支援件数 １４件  

・チーム員会議  開催回数 １１回   

 

（２）認知症施策推進事業 

認知症になってもいつまでも住み慣れたまちで安心して暮らせるよう、各地域包括支援センター

に認知症地域支援推進員を配置し、認知症高齢者やその家族の総合的・継続的支援体制の構築を図

った。 
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推進員配置数 ３人 

委託料 18,150,000円 受託者 (福)博光福祉会、(福)長野社会福祉事業財団、(医)生登会 

 

（３）認知症ケア向上研修 

 介護保険施設等の職員の認知症への理解を深め、対応力を高めるために、研修会を開催した。 

   認知症専門職研修  １回 参加人数 １２人 報償費 12,000円 

   認知症コーディネーター養成研修  １日 参加人数 ８人 報償費 24,000円 

 

（４）認知症家族介護者教室 

認知症の人の家族が、認知症や介護に関する知識を得て、対応力を高めるために、教室を開催し

た。 

   認知症家族介護者教室  ３回 参加人数 ２９人 報償費 49,000円 

 

 

24．地域包括支援センター運営事業                             

（１）地域包括支援センター運営事業    

市内３か所に地域包括支援センターを設置し、介護予防ケアマネジメントや、高齢者や家族に対

する総合的な相談・支援、高齢者虐待の防止や早期発見、成年後見制度の利用支援等の権利擁護事

業の推進など、地域の高齢者を対象とした包括的支援事業を実施した。 

委託料 117,900,000円 

受託者 (福)博光福祉会、(福)長野社会福祉事業財団、(医)生登会 

地域包括支援センター名 担当小学校区 

河内長野市東部地域包括支援センター 千代田、長野、川上 

河内長野市中部地域包括支援センター 三日市、南花台、加賀田、石仏、天見、美加の台 

河内長野市西部地域包括支援センター 楠、小山田、天野、高向 

① 総合相談支援事業 

地域包括支援センターにおいて、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、総

合的な相談に応じ、適切な保健・医療・福祉サービスの利用へ繋げるよう支援を行った。 

 ＜相談者内訳＞                              （単位:人） 

本人 家族  

親族 

知人 

近隣

者 

介護

ｻｰﾋﾞ

ｽ事

業所 

ｹｱﾏ

ﾈ 

ｃｓ

ｗ 

医療

機関 

他包

括 

行政

機関 

民生委

員地区

福祉委

員 

継続

（見

守りｹ

ｰｽ） 

そ

の

他 

合計 

1,655 2,302 106 158 687 121 400 31 218 65 1,551 147 7,441 

 ＜相談内容内訳＞                             （単位:件） 

介護

保険

制度 

介護

保険

以外 

住宅

改修 

認知

症介

護 

ケア

プラ

ン 

疾病 

医療 

施設

入所

等 

日常生

活上の

心配事 

成年後

見制度

等 

困難

事例 

そ

の

他 

合計 

3,733 508 289 839 14 420 186 545 213 231 463 7,441 

② 権利擁護事業  

虐待相談件数 85 

成年後見制度等利用相談件数 128 
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③ 包括的・継続的ケアマネジメント事業        

地域の様々な機関や専門家との連携・協力できる体制づくり、ケアマネジャーの指導・支援

などを行った。                              (単位：回) 

 関係機関と

の連携 

医療機関との連携回数（院内カンファレンス等への参加を含む） 371 

その他の関係機関との連携回数（事例検討や情報共有を行なう会等） 1,038 

介護支援専門

員に対する 

個別支援 

個別事例に対するサービス担当者会議の開催支援  20 

個別事例に対する地域ケア会議の開催 10 

質の向上のための研修の回数  8 

ケアマネジメントの指導の回数（ケアプラン作成指導等）  42 

 

（２）地域包括支援センター法律支援事業 

高齢者の総合相談事業や権利擁護事業の実施にあたって、法律的知識を要する事案に適切かつ迅

速な対応が行えるよう、地域包括支援センター職員を対象に、弁護士による定例相談会（年６回）

や電話相談を実施した。 

委託料 418,000円    受託者 大阪弁護士会 

 

 

25．家族介護支援事業                             

（１）家族介護支援事業 

家族介護者の精神的負担を軽減し、心身の健康を保持することで虐待等を未然に防ぐとともに、

良好な介護環境を保ち在宅介護が維持できるよう、介護技術の習得や介護者の健康づくり及び交流

会等を行う「介護の知恵袋」を実施した。また、各地域にて家族介護者の交流会を目的とした「介

護の知恵袋ミニ」を開催した。 

委託料 70,000円 

受託者 (福)博光福祉会、(福)長野社会福祉事業財団、(医)生登会 

【介護の知恵袋】 

・開催回数  ３回   参加者延べ人数 ２５人 

【介護の知恵袋ミニ】 

・開催回数  ４回   参加者延べ人数 １３人 

 

（２）認知症高齢者家族支援事業 

①認知症高齢者ＳＯＳネットワーク事業 

認知症高齢者が外出し、行方不明となった場合に、介護保険事業所や医療機関、公共交通機関 

や商店等の協力機関及び協力員、近隣市町村等で構成する「認知症高齢者ＳＯＳネットワーク」

を活用し、高齢者の早期発見と安全確保に取り組んだ。 

また、ＳＯＳネットワーク利用登録者には保護された際に速やかに身元確認ができるよう、靴

など履物に貼付する「早期発見ステッカー」を作成し配布した。 

・発信要請 ６件（近隣市町村民を含む） 事前登録者数１２７人  協力機関２２４ヵ所 

   通信運搬費 29,051円   消耗品費 165,550円 

 ②認知症講演会 

  認知症になっても、住み慣れた地域で暮らせるよう、認知症の人への理解を深め、認知症の人 

 や家族への支援を行うため、講演会を開催した。 

  ・開催回数 １回 参加人数 ３９人 報償費 25,000円 
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26．地域高齢者支援事業                             

（１）配食サービス事業 

「食」に関して支援が必要になったひとり暮らし高齢者（昼間独居の高齢者も含む）や、高齢者

のみの世帯の人に対し、地域担当のデイサービスセンター職員等が自宅を訪問し、心身の状況、生

活環境等を把握しながら食関連サービスの利用調整を定期的に行い、配食サービスを訪問実施する

ことにより、食生活の安定と改善を通して健康の維持向上及び高齢者の安否確認を行った。 

委託料 7,173,250円   配食用食器購入 73,345円 

＜配食サービス事業実績一覧＞ 

受 託 者   登録者数（人） 配食数（食） 委託料（円） 

（福）博光福祉会 
寿里苑ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

42 5,873 1,866,630 

（福）長野社会福祉事業財団 
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰふれあいの丘 

58 5,644 1,815,640 

（福）天聖会 
老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ翠浩苑 

38 4,595 1,508,450 

（福）楠黄福祉会 
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ泰昌園 

23 2,093 672,830 

（福）博光福祉会 
寿里苑加賀田ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 

44 3,795 1,214,450 

 まごころ弁当河内長野店（～６月） - 163 50,530 

 ライフデリ河内長野店（１１月～） 5 112 44,720 

計 210 22,275 7,173,250 

※令和４年３月３１日現在 

（２）認知症サポーター等養成事業 

① 認知症サポーター養成講座 

認知症を正しく理解し支援の担い手となる人を増やし、認知症になっても安心して暮らし続

けられるまちづくりを実現するため、認知症サポーター※養成講座を開催した。 

講座名 回数 受講者数 

認 知 症 サ ポ ー タ ー 養 成 講 座 17 293 

 

 ※ 認知症サポーター 

   ･･･国の認知症キャンペーンの一環で養成しており、認知症のことを正しく理解し、偏見をもたず、

認知症の人や家族を温かく見守り支援する人。 

 

② 認知症パートナー養成講座・フォローアップ研修 

認知症の人や家族を支援するボランティアである認知症パートナーを養成し、認知症パート 

ナーが認知症カフェや介護保険施設等での傾聴や、散歩等の個別支援を行うための活動支援を 

行った。 

認知症パートナー養成講座      ４日 参加人数 ２６人 報償費 97,000円 

認知症パートナーフォローアップ研修 ３回 参加人数 ６９人 報償費 36,000円 

（３）住宅改修指導事業 

 高齢者が住宅の改修を行う際、安全に生活できるよう、作業療法士による住宅改修に関す 

る助言、指導、相談を行った。  

相談実施件数 ４ 件    報償費 140,000円 
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（４）高齢者等総合見守りシステム運営事業 

ひとり暮らし高齢者などが住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、従来の緊急通報シ

ステムに、熱中症警報や認知症高齢者などが外出した時の位置情報の検索等の機能を備えた

緊急通報装置を高齢者宅に設置し、２４時間体制で緊急時に対応できるシステムの運営を行

った。 

登録者数６９９人（設置台数６７０台） ※令和４年３月３１日現在 

受託者 綜合警備保障株式会社    委託料 14,982,425 円   

 

27．介護保険任意事業                             

（１）介護給付等適正化事業 

利用者に対する適切な介護サービスを確保するとともに、不適切な給付を削減することを通じ、

介護保険制度の信頼感を高め、介護給付費の増大を抑制して持続可能な介護保険制度の構築に資す

ることを目的として、事業ごとに点検・調査等を行った。 

① 適正化事業及び実施内容 

適正化事業 実施内容 

要介護認定の適正化 全件点検実施 3,161件 

ケアプラン点検 点検件数 163件  

住宅改修の適正化 申請件数 563件、工事完了後調査 0件（新型コロナウイルス感染症

の影響により未実施） 

福祉用具購入・貸与調査 購入件数 531件、貸与内容確認件数 282件 

医療情報の突合 毎月点検、過誤申立て件数 6件、過誤金額 77,689円 

縦覧点検 毎月点検、過誤申立て件数 69件、過誤金額 901,939円 

介護給付費通知 通知件数 年 3回、通知人数 14,889名 

給付実績の活用 事業所への照会件数 28件 

 

（２）介護相談員派遣事業 

介護保険サービスの質的な向上を目的として、介護相談員が定期的（各施設などに月に 2回程度）

に特別養護老人ホーム等の介護サービス提供の場を訪れ、利用者と事業者との橋渡し役となって、

利用者の疑問や不安・不満に対応し、サービスの改善を図る。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和３年度については派遣を行わなかった。 

介護相談員登録者数 １３人          

 

（３）住宅改修支援事業 

居宅介護支援の提供を受けていない要介護者等に対して、介護支援専門員等介護保険の住宅改修

について専門性があると認められる者が、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の申

請に係る理由書を作成した場合について、１件につき２千円の補助を行った。 

① 支給件数及び補助金額 

作成者 支給件数 補助金額（円） 

介護支援専門員 16 32,000 
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28．総合事業審査支払手数料                         

総合事業審査支払手数料 

介護予防・生活支援サービス事業において、保険者事務を軽減し介護保険事業を円滑かつ効率的

に行うため、介護予防相当サービス事業等にかかる費用の請求に対する審査・支払いについては、

法令に基づき大阪府国民健康保険団体連合会へ委託している。 

令和３年度においては、下記のとおり介護予防相当サービス事業等にかかる費用の請求に対する

審査・支払いを大阪府国民健康保険団体連合会へ委託し、審査・支払いに要する手数料を支払った。 

 審査支払件数  ２３，７５８件  審査支払手数料 1,113,288円 

 

 

29．介護給付費準備基金積立金                         

（１）介護給付費準備基金 

介護給付費準備基金は、介護保険事業における保険給付の増加などによる財政需要に対応し、介

護保険財政の年度間の均衡を保つことを目的として設置している。 

介護保険の給付に要する費用に不足が生じた場合は、これを財源として取り崩して介護保険特別

会計歳入に繰り入れ、剰余金が生じた場合は、同基金への積み立てを行い、計画期間中の財政運営

を確保する他、次期計画期間における保険料の軽減化に充てる。 

 

（２）介護給付費準備基金への積み立て 

第８期介護保険事業計画期間（令和３～令和５年度）においては、介護保険料の上昇を抑えるた

め、第７期介護保険事業計画期間（平成３０～令和２年度）に生じた剰余金を充当することとして

いたが、市民の健康意識の高まりなどから認定者数が想定よりも少なかったことなどから、令和３

年度においては剰余金が生じ、介護給付費準備基金への積み立てを行った。 

① 介護給付費準備基金の状況 

区  分 金額（円） 内  訳 

令和２年度末基金現在高① 1,028,034,712   

令和３年度基金積立金② 180,219,147 

令和２年度決算剰余金    210,006,005円 

介護給付費準備基金利子      86,914円  

国・府・支払基金精算金    △29,873,772円 

令和３年度末基金現在高 

（① ＋②） 
1,208,253,859 

 

 

 

30．償還金                               

（１）償還金の内容 

国や大阪府、社会保険診療報酬支払基金から受ける介護給付費負担金、介護給付費交付金、地域

支援事業交付金、低所得者保険料軽減負担金については、決算見込額に基づき当該年度に交付され、

決算額確定後の翌年度において、精算を行う仕組みとなっている。 
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（２）介護給付費負担金等の精算 

令和２年度で交付を受けた介護給付費負担金および介護給付費交付金について精算を行った。 

                                 （単位 円） 

 所要額 受入済額 精算額 備考 

国庫負担金 1,725,280,014 1,739,609,549 △14,329,535 返還 

府費負担金 1,292,548,079 1,303,394,974 △10,846,895 返還 

支払基金交付金 2,507,118,725 2,504,963,000 2,155,725 追加交付 

 

（３）地域支援事業費交付金の精算 

令和２年度で交付を受けた地域支援事業費交付金について精算を行った。 

                                 （単位 円） 

 所要額 受入済額 精算額 備考 

国交付金 151,580,759 154,368,356 △2,787,597 返還 

府交付金 77,446,777 79,063,355 △1,616,578 返還 

支払基金交付金 94,002,108 96,451,000 △2,448,892 返還 
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決算書掲載頁 407 

後期高齢者医療特別会計 
 

後期高齢者医療制度は、高齢者が将来にわたり安心して医療を受けられるようにするため、国民

皆保険を堅持しつつ、増大する医療費を安定的に賄う持続可能な制度を構築することを目的とし、

その上で現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、公平でわかりやすい制度となるよう、平成 20

年 4月から老人保健制度に代わる独立した医療制度として創設された。 

この制度は財政基盤の安定化を図るため、都道府県単位で全ての市町村が加入して設置する後期

高齢者医療広域連合が運営主体となって行うこととされ、大阪府では「大阪府後期高齢者医療広域

連合（平成 19年 1月 17日設置）」が運営している。 

本市では高齢化が進み、特に人口に占める後期高齢者の構成比が上昇し続けており、令和元年度

末には前期高齢者の構成比を上回っている。令和 7 年（2025 年）にはいわゆる「団塊の世代」が

75歳以上を迎えることで、さらなる高齢化が予想される。 

 

１．後期高齢者医療窓口事業                       

広域連合では後期高齢者医療事務（被保険者の資格認定・管理、被保険者証の交付、保険料の賦

課、医療給付等）を行い、本市では保険料の徴収、各種申請や届出の受付などの窓口業務を行った。 

後期高齢者医療特別会計は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき設置し、主に保険料

の収支（徴収及び広域連合への納付）及び管理的経費を計上している。 

 

令和 4年 3月末 被保険者数 18,933人 （前年度末比 ＋545人 ＋3.0％） 

 

（１）後期高齢者医療窓口事業 

後期高齢者医療制度の運営全般は大阪府内の全ての市町村が加入する「大阪府後期高齢者医療広

域連合」が行い、各種申請や届出の受付などの窓口業務を市において次のとおり行った。 

 ○被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付 

 ○被保険者証及び被保険者資格証明書の引渡し 

 ○被保険者証及び被保険者資格証明書の返還の受付 

 ○後期高齢者医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し及び返還の受付 

 ○保険料に関する申請の受付 

 

（２）制度のしくみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被保険者 医療機関等 

被保険者証の提示 
一部負担金の支払 

診療 

市町村 
広域連合 

（全市町村が加入） 

情報提供 
徴収保険料の納付 

被保険者証の交付 
 

被
保
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付 

各
種
届
出
や
申
請 

医
療
費
の
請
求 

医
療
費
の
支
払 

419



後期高齢者医療特別会計 

また、委託事業として、令和３年３月から窓口等アウトソーシング業務を開始した。  

委託先：パーソルテンプスタッフ（株）西日本ＯＳ事業本部  

令和３年度分委託料     11,454,960円 

 

２．後期高齢者医療保険料徴収事業                    

（１）後期高齢者医療保険料徴収事業 

後期高齢者医療制度は 75 歳以上の方々の医療を国民皆で支えるしくみであり、医療にかかる費

用のうち窓口負担を除く部分について、公費（約 5割）、現役世代（75歳未満の方）からの支援金

（約 4割）、被保険者からの保険料（約 1割）によって負担した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後期高齢者医療制度の財源のうち、約 1割は被保険者から徴収される保険料で賄われる。保険料

は広域連合が被保険者個人単位で賦課し、市が徴収した。保険料は所得に応じて賦課される「所得

割」と受益に応じて等しく賦課される「被保険者均等割」により構成されており、さらに低所得者

等への軽減措置が設けられている。    

保険料の徴収は、主に年金からの特別徴収により次のとおり行った。 

① 現年度分 

区   分 調定額 収納額（還付未済額除く） 収納率 

特別徴収分 1,170,953,203円 1,170,953,203円  100.00％ 

普通徴収分 693,714,915円 690,560,674円 99.55％ 

計 1,864,668,118円  1,861,513,877円 99.83％ 

② 過年度分 

区   分 調定額 収納額（還付未済額除く） 収納率 

普通徴収分  5,088,440円  2,107,897円 41.43％ 

 

（２）保険料の減免 

令和２年度に引き続き、令和３年度においても、従来の条例減免に加え厚生労働省からの通知に

基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対して減免を行った。 

 

 

 

【 後期高齢者にかかる医療費負担のしくみ 】 

被保険者の保険料 約 1割 

後期高齢者支援金 
【現役世代（75歳未満の方）の 
保険料】  約 4割 

 

公費 約 5割 
 

＜負担比率＞ 

国：都道府県：市町村 

＝4：1：1 

窓口負担 
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 その他の減免 
新型コロナ影響分 

令和３年度分 

件 数 12件  10件  

金 額 766,752円  1,093,165円  

  

 

３．後期高齢者医療広域連合納付金                    

大阪府後期高齢者医療広域連合規約第 17 条に基づき、大阪府後期高齢者医療広域連合が行う後

期高齢者医療に要する費用に充てるため、高齢者の医療の確保に関する法律第 105条に定める市が

納付すべき額（市が徴収した保険料等の実額及び低所得者等の保険料軽減額相当額）を納付した。 

①  保険料市町村負担金         1,860,687,959円 

②  後期高齢者医療保険基盤安定負担金    319,618,845円 

低所得者や被用者保険の被扶養者の保険料軽減部分に係る財源を大阪府と市が 3：1の割合で

負担し、一般会計から後期高齢者医療特別会計に繰り入れた後、広域連合に納付した。 
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